
田園住居地域について 

 

平成２９年に「都市緑地法等の一部を改正する法律」が公布され、これにより「都市計画法」

に定める用途地域に、「田園住居地域」が創設されました。 

「田園住居地域」とは、都市農地が「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと政策転

換されたことを踏まえ、農地と低層住宅が一体となって良好な住環境を形成している地域を対

象として、農業の利便の増進を図るとともに、これと調和した良好な住居の環境を保護するこ

とを目的として創設されたものです。 

 

田園住居地域の概要 

 田園住居地域は、住居専用地域に原則として農業用施設（貯蔵庫等）が建てられないことな

どを踏まえ、農業の利便の増進を図るため、第一種及び第二種低層住居専用地域に建てること

ができる建築物に加えて、一定規模以下の 

 〇 農産物及び農業生産資材の貯蔵庫 

 〇 主として地域で生産された農産物を販売する店舗（農産物直売所） 

〇 主として地域で生産された農産物を材料とした料理を提供するレストラン 

（農家レストラン） 

 〇 主として地域で生産された農産物を加工して自家販売するための作業場（加工工場） 

等の建築を可能とする一方・・ 

  

低層住宅の良好な住環境を保護するとともに、農地の他用途への転用を防ぎ、農地が集積し

た効率的な営農環境を保護するため、田園住居地域内の「農地」（生産緑地地区内に関わらず、

耕作の目的に供される土地）の区域内において 

 ● 土地の造成（駐車場、資材置場など） 

 ● 建築物の建築 

 ● 物件の堆積（残土置き場など） 

等の開発行為等については、市町村長の許可制（300㎡以上は原則不許可）となります。 

 

田園住居地域の税制 

○ 300㎡以上の開発行為等が原則不許可となることから、田園住居地域内の宅地化農地（生

産緑地以外の農地）の 300㎡を超える部分について、固定資産税等の課税評価額を１/２ 

○ 宅地化農地についても、相続税、贈与税、不動産取得税の納税猶予が適用 
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